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重点眺望の追加について

補足資料 01

重点眺望の視点場、視軸、視対象（案）

• これまでの検討において、さっぽろテレビ塔展望台から西方向への眺望を重点眺望と位置付けることとして

きたが、令和7年3月の登録有形文化財への登録により、「テレビ塔を視対象とする眺望」の重要性も公的に

裏付けられた。そこで、「テレビ塔から見る」、に加えて「テレビ塔を見る」双方向の眺望について、重点的な誘

導を図ることが、札幌らしい景観形成を図る上で肝要。

• 見通し景であるさっぽろテレビ塔を望む大通公園西３丁目の札幌駅前通との交点付近からの眺望も重点眺望

に位置付け、より効果的に景観形成を図ることとする。

視点場
にぎわいの軸とはぐくみ
の軸の交点

視軸
さっぽろテレビ塔を望む
軸線

視対象 さっぽろテレビ塔

重点眺望の取組を進めるうえ
での視点場、視軸、視対象

眺望分類は「見通し景」



重点眺望の追加について

検討資料 02

誘導の方向性

※各ラインは推定

前景前景

後景

• テレビ塔より西側は、

「さっぽろテレビ塔展望台

から西方向の眺望」の景観

形成基準（高さ６０mを超

える部分をセットバック）

により高さ６０ｍ以下のビ

スタが形成されることを

前提として検討

• ６０mのビスタと、テレビ

塔３Fスカイラウンジ部分

を結んだ台形を境に、前

景と後景に分類



重点眺望の追加について

補足資料 03

眺望の見え方に影響を与える要因について（前景）

• 眺望の見え方に影響を与える要因から、景観プレ・アドバイスの協議対象と景観形成基準を設定

前景

① 大通公園に面する建築物の外観デ

ザインの外観デザインの誘導

※各ラインは推定

建築物の外観のデザインが見え方に影響

テレビ塔

大通南北の西１丁目
～２丁目部分が該当



重点眺望の追加について
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眺望の見え方に影響を与える要因について（後景その１）

• 眺望の見え方に影響を与える要因から、景観プレ・アドバイスの協議対象と景観形成基準を設定

② さっぽろテレビ塔の背後における建

築物のデザインの誘導

後景

※各ラインは推定

背後においては、建築物のデザイン★

が見え方に影響

後景は、さっぽろテレビ塔のシルエットに

影響のある部分（背後）とそれ以外（ビスタ

ラインの上方）に分かれる

★配置や形態を含む

大通東１丁目、大通東２丁目の南街区において、

高さ４５m（東２丁目の南東街区においては高さ

６０m）を超える部分は見え方に影響を与えると

想定（概ね赤色のライン）

テレビ塔

大通東１丁目南街区、大通
東２丁目南街区部分が該当



重点眺望の追加について

補足資料 05

眺望の見え方に影響を与える要因について（後景その２）

• 眺望の見え方に影響を与える要因から、景観プレ・アドバイスの協議対象と景観形成基準を設定

③ さっぽろテレビ塔の背景に突出する建

築物の高層部の外観デザインの誘導

※各ラインは推定

後景

後景のうち背後を除く部分（ビスタラインの

上）においては、前景の建築物のビスタから

突出する部分の外観デザインが見え方に影響

後景は、さっぽろテレビ塔のシルエットに

影響のある部分（背後）とそれ以外（ビスタ

ラインの上方）に分かれる

大通東１丁目、大通東２丁目の北街区において

高さ９０mを超える部分（概ね黄色のライン）、南

１条東１丁目、南１条東２丁目において、高さ６０

ｍを超える部分（概ね赤色のライン）は見え方に

影響を与えると想定
大通東１丁目北街区、大通東２丁目北街区、
南１条東１丁目、南１条東２丁目部分が該当

テレビ塔



重点眺望について
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景観プレ・アドバイスの協議対象行為と景観形成基準（案）

協議対象行為★ 景観形成基準

図 大通地区景観計画重点区域の範囲

大通地区景観計画重点区域における
下記の行為（設計段階1回）

• 高さが60mを超える建築物の新築又
は増築

• 延べ面積が10,000㎡を超える建築物
の新築又は増築

• 都市計画の決定又は変更を伴う都
市再生特別地区の区域内における
建築物※１など（構想段階1回、設計段階1回）

※１ 指定容積率の数値を超えるものなどに限る

• 全市における景観形成基準
見通し景に関する全市における基準と

ゾーンごとに付加する基準等により誘導。

• 大通地区景観保全型広
告整備地地区による広
告物の許可基準
①壁面広告物の面積制限等
②突出広告物の中層部以上
（4～7層以上）への掲出
禁止

③屋上広告物の掲出禁止
④デジタルサイネージの
禁止

など

• 誘導が必要となると考えられる建築物等は、大通に面する敷地が景観計画重点区域の区域となっているな

ど、現行の協議対象行為で対応できると考えられることから、協議対象行為は追加しない。

• 重点眺望を誘導するための基準を追加する。

＜他施策との連携＞

①大通公園に面する建築物の外観デザインの誘導

マーカー：追加部分
マーカー以外：現行

• 大通地区景観計画重点区域の景観
形成基準※２

※２ 大通地区景観計画重点区域内に限る。

• 重点眺望を誘導するための景
観形成基準（追加）

◆大通公園に面して高さ60ｍ以下の建築
物が並ぶビスタの連続感の形成に向けて、
大通公園に面する建築物の高さ60ｍを超
える高層部を大通公園からセットバック
するよう配慮する。（さっぽろテレビ塔展望
台から西方向の眺望の基準と同一の基準）

★重要建造物等近接
地は表中に記載して
いないが、該当案件
がある場合は対象
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景観プレ・アドバイスの協議対象行為と景観形成基準（案）

協議対象行為★

※１ 指定容積率の数値を超えるものなどに限る

都市機能誘導区域（都心）における下記の行為（設計段階1回）

• 高さが60mを超え、かつ、延べ面積が10,000㎡を超える建築物の新築又は増築

景観形成基準

• 全市における景観形成基準

• 重点眺望を誘導するための景観形成基準
（追加）

• 大通東１丁目と２丁目の街区において、高さが４５m(一部６０m）を超える建築物の新築又は増築を協議対
象行為に追加する。（工作物は、助言の幅が限定されると考えられることから届出・協議による誘導とする）

• 重点眺望を誘導するための景観形成基準を追加する。 （工作物も対象）

◆夜間にライトアップされているさっぽろテレビ塔の見え方を阻害しない
よう、高層部のライトアップは慎重に検討する。

下図の範囲における以下の行為（設計段階1回）

• 高さが45m（一部６０m）を超える建築物の新築又は増築（追加）

図 協議対象行為を追加
する範囲

（緑色の破線：45ｍ）
（黄色の実線：60ｍ）

②さっぽろテレビ塔の背後における建築物のデザインの誘導

マーカー：追加部分 マーカー以外：現行

• 都市計画の決定又は変更を伴う都市再生特別地区の区域内
における建築物※１など（構想段階1回、設計段階1回）

シルエットに影響を与える部分は特に配慮を求める

新しい景観形成基準案のう
ち、「外観デザイン」「素材・色
彩」「眺望（見通し景）」「夜間
景観」「広告物・サイン」の基準
と整合を図りながら、重点眺

望の基準を設定

◆開口部から漏れ出る光をデザインするよう照明の工夫に努める。

◆さっぽろテレビ塔の背景として眺望を阻害しないよう、次の部分につい
ては、さっぽろテレビ塔のシルエットに与える影響が大きいことから、配
置や形態に十分配慮する。

①大通東1丁目南街区及び大通東２丁目南西街区における高さ４５mを
超える建築物の部分

②大通東２丁目南東街区における高さ６０mを超える建築物の部分

◆広告物・サインを設置する場合は、日中・夜間を通じて重点眺望の見え方
を阻害しないものとなるよう配慮する。

★重要建造物等近接地は表中に記載していないが、該当案件がある場合は対象

◆計画建築物が視点場からさっぽろテレビ塔の背景として視認される場合
は、建築物の存在感を低減させるよう、外観のデザインや素材・色彩に配
慮する。

工作物については、工作物の基準内（共通）に準用規定を設ける
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景観プレ・アドバイスの協議対象行為と景観形成基準（案）

協議対象行為★

※１ 指定容積率の数値を超えるものなどに限る

都市機能誘導区域（都心）における下記の行為（設計段階1回）

• 高さが60mを超え、かつ、延べ面積が10,000㎡を超える建築物の新築又は増築

景観形成基準

• 全市における景観形成基準

• 重点眺望を誘導するための景観形
成基準（追加）

• 規模は小さいが高い建築物も対象となるよう、大通東１丁目と２丁目の北側街区、南１条東１丁目と２丁目の
街区において、高さが60mを超える（大通東１丁目、２丁目の北側街区においては９０m）建築物の新築又は
増築を協議対象行為に追加する。

• 重点眺望を誘導するための景観形成基準を追加する。（工作物も対象）

下図の範囲における以下の行為（設計段階1回）

・ 高さが60mを超える（大通東１丁目、２丁目の北側街区においては
９０m）建築物の新築又
は増築（追加）

図 協議対象行為を追加す
る範囲

（黄色の実線：60ｍ）
（青色の一点破線：90ｍ）

③さっぽろテレビ塔前景のビスタラインから突出する建築物の高層部の外観デザインの誘導

マーカー：追加部分
マーカー以外：現行

• 都市計画の決定又は変更を伴う都市再生特別地区の区域内
における建築物※１など（構想段階1回、設計段階1回）

◆夜間にライトアップされているさっぽろテレ
ビ塔の見え方を阻害しないよう、高層部のライ
トアップは慎重に検討する。

新しい景観形成基準案
のうち、「外観デザイン」
「素材・色彩」「眺望（見
通し景）」「夜間景観」
「広告物・サイン」の基準
と整合を図りながら、
重点眺望の基準を設定。

◆開口部から漏れ出る光をデザインするよう照
明の工夫に努める。

◆さっぽろテレビ塔とその周囲に広がる空によ
る眺望を阻害しないよう、建築物の配置や形態
に配慮する。

◆広告物・サインを設置する場合は、日中・夜間
を通じて重点眺望の見え方を阻害しないものとな
るよう配慮する。

★重要建造物等近接
地は表中に記載して
いないが、該当案件
がある場合は対象

◆計画建築物が視点場からさっぽろテレビ塔の
背景として視認される場合は、建築物の存在感
を低減させるよう、外観のデザインや素材・色
彩に配慮する。

工作物について
は、工作物の基準
内（共通）に準用
規定を設ける
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景観プレ・アドバイスの協議対象行為と景観形成基準（案）まとめ

協議対象行為★

※１ 指定容積率の数値を超えるものなどに限る

都市機能誘導区域（都心）における下記の行為（設計段階1回）

• 高さが60mを超え、かつ、延べ面積が10,000㎡を超える建築物の新築又は増築

景観形成基準

• 全市における景観形成基準

• 重点眺望を誘導するための景観形成基準
（追加）

下図の範囲における以下の行為（設計段階1回）

• 高さが６０m（一部４５m、９０m）を超える建築物の新築又は増築

図 協議対象行為を追加する範囲
（青色の一点破線：90ｍ）

（緑色の破線：45ｍ）
(黄色の実線：60m）

景観プレ・アドバイスの協議対象行為と景観形成基準案をまとめると以下のとおり

マーカー：追加部分 マーカー以外：現行

• 都市計画の決定又は変更を伴う都市再生特別地区の区域内
における建築物※１など（構想段階1回、設計段階1回）

◆夜間にライトアップされているさっぽろテレビ塔の見え方を阻害
しないよう、高層部のライトアップは慎重に検討する。

◆開口部から漏れ出る光をデザインするよう照明の工夫に努める。

◆計画建築物が視点場からさっぽろテレビ塔の背景として視認さ
れる場合は、建築物の存在感を低減させるよう、外観のデザイン
や素材・色彩に配慮する。

◆広告物・サインを設置する場合は、日中・夜間を通じて重点眺望の
見え方を阻害しないものとなるよう配慮する。

大通地区景観計画重点区域における下記の行為（設計段階1回）

• 高さが60mを超える建築物の新築又は増築
• 延べ面積が10,000㎡を超える建築物の新築又は増築

★重要建造物等近接地は表中に記載していないが、該当案件がある場合は対象

◆さっぽろテレビ塔とその周囲に広がる空による眺望を阻害しない
よう、建築物の配置や形態に配慮する。特に次の部分については、
さっぽろテレビ塔のシルエットに与える影響が大きいことから、配
置や形態に十分配慮する。

①大通東1丁目南街区及び大通東２丁目南西街区における高さ
４５mを超える建築物の部分

②大通東２丁目南東街区における高さ６０mを超える建築物の
部分

◆大通公園に面して高さ60ｍ以下の建築物が並ぶビスタの連続感の
形成に向けて、大通公園に面する建築物の高さ60ｍを超える高層部
を大通公園からセットバックするよう配慮する。

【大通公園西３丁目から東方向の眺望】



以下、参考資料



重点眺望の追加について

参考資料 01

令和5年度 眺望景観に関する調査業務 報告書（抜粋）



重点眺望の追加について

参考資料 02

令和６年度 札幌市景観計画に係る関係調査・検討等業務 報告書（抜粋）



重点眺望の追加について

参考資料 03

視野角を60度とした場合の範囲

• さっぽろテレビ塔の前景にあたる大通西１～3丁目は、大通公園の北側1街区と南側1街区が視野角に入る。

• さっぽろテレビ塔の後景にあたる創成川以東は、前景よりも南北に広い範囲が視野角に入る。



重点眺望の追加について

参考資料 04

高度地区の指定状況

• 大通東3丁目以東には60m高度地区、大通東4丁目の一部に45m高度地区が指定されている。

さっぽろテレビ塔



重点眺望の追加について

参考資料 05

検証する街区

• 大通東１丁目、大通東２丁目の街区を検証上南北に分け「大通東１丁目北街区」「大通東１丁目南街区」「大通

東２丁目南西街区」「大通東２丁目南東街区」とする

大通東１
北街区

大通東２
北街区

大通東１
南街区

南１東１
南１東２

大通東２

南西 南東
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